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第１章 経営戦略策定について 

１ 経営戦略の趣旨 

関川村簡易水道事業は、昭和 48 年に関川村広域簡易水道事業として認可を受け事業

を開始しました。その後、昭和 55 年には上水道事業として認可の変更を行い、平成 5

年度からは需要の増加した上水道の水量拡張事業を実施しました。令和２年からは、上

水道と 3 つの簡易水道事業及び田麦千刈小規模水道をソフト統合し関川村簡易水道と

して運営を行うこととして今日に至っています。 

水道は、村民の健康で快適な生活を行う上で欠かすことのできない重要なライフライ

ンです。一方で、近年の人口減少や節水型機器の普及による給水収益の低下と羽越水害

後に整備した施設の老朽化に伴う更新や耐震化への影響、資材費の高騰など様々な問題

を抱えており、今後も経営環境はますます厳しくなることが想定されます。 

このような状況の中で、今後も継続的な運営を行っていくためには、中長期的な視点

から収支のバランスを整えるとともに、人口減少を見込んだ施設の再編やそれらを賄え

るだけの料金水準の適正化についての検証が必要不可欠です。 

これらの検討を踏まえ、簡易水道事業の運営の見直しを図るとともに、将来にわたっ

て安心・安全な水道水を供給するための中長期的な指針とするための指針とすべく本経

営戦略を策定するものです。 

 

２ 経営戦略の位置づけ 

   本経営戦略は、平成 30 年 2 月に策定した関川村上水道事業経営戦略と関川村簡易水

道事業経営戦略を見直し、新たに公営企業法全部適用の簡易水道事業として 2022 年度

から 2031 年度までの 10 年間の進むべき方向性を示す基本計画です。 

   経営戦略の策定にあたり、本村の基本計画である「第６次関川村総合戦略」及び水道

事業の長期的な指針である「関川村水道事業アセットマネジメント計画」との整合性を

図りながら、課題に向けた方針を明確にし、村民へ継続的な水道水の供給が行えるよう

な継続的な取組を推進するものです。 

 

３ 策定期間 

   関川村簡易水道事業経営戦略の目標年度は 2031 年度とし、計画期間は 2022 年度か

ら 2031 年度の 10 年間とします。 
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第２章 事業概要 

１ 事業の現況 

（１） 給水 

供用開始年月日 昭和 48 年 3 月 29 日 計画給水人口 4,910 人 

法適（全部・財務） 

・非適の区分 
全部適用 

現在給水人口 4,931 人 

有収水量密度 135 ㎥／ha 

 

（２） 施設 

水源 地下水・湧水 

施設数 
浄水場設置数 1 

管路延長 135.8 千ｍ 
配水池設置数 13 

施設能力 3,050 ㎥/日 施設利用率 60.3％ 

 

（３） 料金 

料金体系の概要・考え方 

（料金体系）2 ケ月（従量性） 

基本料金  10 ㎥まで：1500 円/月 

水量料金  １㎥あたり：150 円/㎥ 

料金改定年月日 平成 6 年 4 月 1 日 

 

（４） 組織 

    令和３年度現在、建設課には８名が在籍し、簡易水道事業、下水道事業（特環・農

排）、道路部門、建築部門を兼務して運営しています。職員構成としては課長１名、

副主幹２名、主査１名、主任２名、主事１名、主事補１名が在籍しています。 

 

２ これまでの主な経営健全化の取組 

   令和２年度から、上水道事業と地区ごとに認可を受けていた簡易水道事業をソフト

統合して、１つの簡易水道事業として認可を受けました。これにより、旧上水道区域で

も過疎債などの有利債を使えるようになるとともに、経営を一体化したことで事務の

軽減を図れました。その他にも、水道事業アセットマネジメント計画を策定し、長期的

な更新需要のピークの確認と適切な事業規模の設定を行いました。また、検針業務や水

質検査業務、自家用電気工作物保安管理業務について、積極的に民間企業を活用し、人

件費の抑制に努めています。 

 

３ 経営比較分析表を活用した現状分析 

次のとおり掲載します。 
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第３章 将来の事業環境 

１ 給水人口の予測 

 当村には、令和２年度末で 5,254 人が居住しています。このうち簡易水道事業の給水

人口は、4,931 人となります。給水人口は、関川地区が 3,912 人と最も多く、次いで女

川地区の 796 人となっています。そのほかの地区では、給水人口が 100 人に満たない

地区が大部分を占めています。 

 関川村では少子高齢化や若者の村外への流出等により年間 100 人ペースで人口が減

少しており、今後も同様に減少傾向が続くと予想されます。本経営戦略では、国立社会

保障･人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成 30(2018)年推計､2015 年は国

勢調査による実績値）」を基に 10 年間の給水人口を予測しました。 

 

２ 水需要の予測 

当村の令和 2 年度の有収水量は、522,549 ㎥となっています。水需要は、平成１２年

度までは上昇していたものの、それ以降は人口減少に伴い減少傾向が続いています。令

和２年度末現在の水需要は、ピーク時の平成１２年度の半分程度となっています。今後

も人口の増加は見込めないことから、水需要の減少が続くと見込まれています。このま

まのペースで人口が減少した場合、計画最終年度である 2031 年度の水需要は、現在よ

りも 20~25%程度減少する可能性があります。 

 

３ 料金収入の見通し 

 料金収入の約７５％を一般家庭が占めています。人口の減少に伴う水需要の低下に

より、料金収入も年々減少しています。そのため、料金収入で賄いきれない費用につい

て、一般会計からの繰り入れに頼っているのが現状です。今後も人口減少に伴う料金収

入の減少が見込まれるため、令和 2 年度から水道事業検討委員会にて今後のあり方に

ついて協議を行っています。 

 

４ 施設の見通し 

 関川村の簡易水道事業は、昭和 48年に関川村広域簡易水道事業として給水を開始し、

その後給水区域の拡張や水量拡張工事を経て関川村上水道事業となりました。令和 2年

には、村内の簡易水道事業を給水区域に加え、簡易水道事業として認可を受けています。

令和３年度現在、約 136kｍの水道管が布設されていますが、法定耐用年数 40 年を超

えた水道管が約 28kｍあり、老朽管の更新が課題となっています。老朽管は、今後さら

に増加し５年後には約 47kｍに拡大し、その後も年々増加することから継続的に老朽

管の更新を行っていきます。 

 また、ポンプや電気設備等の設備についても、耐用年数を超えた施設が多くあるため

計画的に更新を進めていきます。 
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５ 組織の見通し 

 令和元年度に組織改編があり建設環境課から建設課に変更になったことに伴い、水

道環境班・地域整備班の 2 班体制から建設水道班 1 班体制になりました。担当職員が

簡易水道事業以外の業務もこなしている状態となっており、必要最低限の組織体制で

運営をしていて技術継承が極めて難しい状態です。現行の組織・人員体制を維持すると

もに民間活用等も含めた見直しについても検討します。 

 

 

第４章 経営の基本方針 

 水道事業の経営は、地方公営企業法に基づき経済性を発揮する仕組みの一つとして、独立

採算制の原則が定められており、水道事業においては料金収入によって運営されなければ

ならないとされています。しかし、給水人口の減少に伴い水需要が減少する一方で、施設の

老朽化に伴い更新費用が増加し経営を圧迫しています。水道料金収入は減少が予想される

中で、持続的に水道水を供給し続けるため、一般会計からの繰り入れに頼らざるを得ない経

営状況になっています。そこで、令和 2 年度から水道事業検討委員会にて今後のあり方に

ついて協議を行っています 

これらの問題を解決するために、アセットマネジメント計画で策定した長期的な更新需

要の予測のもと、計画的な維持管理及び経営改善に努めます。また、人口減少社会を見据え

た施設のダウンサイジングや管路の最適化についても引き続き検討を続けていきます。 

 

 

第５章 投資・財政計画 

１ 投資・財政計画 

   投資財政計画の見込みは次のとおりです。 
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２ 投資・財政計画の策定にあたっての説明 

（１）収支計画のうち投資についての説明 

目標 
計画期間中は事業規模を年間 50,000 千円程度にとどめ、財政負担の

平準化に努める 

①老朽管更新事業 

  大規模漏水を未然に防ぐため、石綿セメント管をはじめとする老朽管の布設替えを計

画的に実施します。 

 

②水道施設更新事業 

  耐用年数を超過したポンプや計装設備の更新を行います。 

 

（２）収支計画のうち財源についての説明 

目標 

・料金：契約件数や世帯人数の減少に伴い、年々料金収入が減少して

いることから、料金改定を検討する 

・企業債：企業債未償還残高を減らす 

・資金残高：運営資金としての最低限度として、１億円を下回ること

が無いようにマネジメントする 

①財源の目標に関する事項 

   過疎債や辺地債などの有利債を活用し、投資的支出の削減を図るとともに、今後行う工

事に関して、資本費を平準化し企業債未償還残高を減らすことで、一般会計からの繰入金

の削減に努めています。 

 

②使用料収入の見通し、使用料の見直しに関する事項 

  水道使用料収入は、人口減少等による減収を見込んでいます。本村の水道料金は平成 6

年に改定後、消費税の改定以外おこなっていないため、料金設定当初の想定との乖離が大

きくなっています。計画期間中に一般会計からの繰り入れを一定に抑えた上で、安定して

経営を行うことができるような水準の使用料収入を設定しています。合わせて、料金収入

の収納率及び接続率の向上を図り使用料収入減収の抑制に努めます。 

  

③繰入金に関する事項 

   地方公営企業の繰出金の基準に加え、赤字を補填するための費用の繰り入れを行っ

ています。公営企業である以上、事業運営費用は利用者が負担する使用料で賄うのが基

本ですが、本村では給水にかかる全ての費用を使用料で賄いきれず、一般会計から繰り

入れを受けて収支を合わせている状態にあります。 
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（３）収支計画のうち投資以外の経費についての説明 

①職員給与費 

  職員 1 名分の費用を計上しています。 

 

②委託料 

  現在、水質検査、電気保安、施設維持管理、検針、各種システム等について委託をおこ

なっています。計画期間中に、外部委託の拡大などは予定していないことから一定で計上

しています。 

 

③修繕費 

  過去の支出状況を考慮し、一定額を計上します。年々耐用年数を超過した管路が増加し

ているため、今後の修繕費の増加に備えて、経済的な修繕方法を研修して、計画的に修繕

を行っていきます。また、施設の長寿命化等についても検討・実施してきます。 

 

④動力費 

  主要な動力費は、各種ポンプの運転費用であり、給水量の減少に応じて消費電力は減少

する見通しですが、減少幅が小さく、電気料金が上昇傾向であることから、現状のまま一

定としています。 

 

３ 投資・財政計画に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要 

（１）投資についての検討状況等 

①民間の資金・ノウハウ等の活用（PFI・DBO の導入等） 

先進市町村や近隣市町村の取り組みを参考にしながら、活用の可能性を検討していき

ます。 

 

②施設・設備の廃止・統合（ダウンサイジング） 

水需要が減少していることから、関川地区の 2 つの水源及び片貝浄水場についてダウ

ンサイジングを検討します。 

 

③施設・設備の合理化（スペックダウン） 

水需要の低下に伴い水道施設の負荷率が年々低くなっていることから、施設更新の際

にスペックダウンの検討をおこないます。また、増圧給水等への切り替えを含め、配水施

設や送配水管の再編についても検討します。 

 

④施設・設備の長寿命化等の投資の平準化 

  更新規模を年間 5,000 万円程度に抑え投資の平準化を図るとともに、適切なタイミン
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グでの分解整備を行い施設・設備の長寿命化を目指します。 

 

⑤広域化 

  他市町村の水道事業とは地理的に統合が難しいことから検討していません。 

 

⑥その他の取組 

  設備等の更新については、交付金事業の活用、過疎債等の交付税措置の有利な起債の発

行に努め、適切な財源確保に努めます。 

 

（２）財源についての検討状況 

①料金 

  料金収入は、人口減少等により減収が見込まれますが、収納率の向上を図り使用料収入

減収の抑制に努めます。また、収入の不足を補うため料金改定による収入増を見込んでい

ます。 

 

②企業債 

建設改良費については、簡易水道事業債と過疎債又は辺地債をそれぞれ 50%算定して

います。 

 

③繰入金 

  維持管理及び企業債利子等を含む費用に対して料金収入等を充て、なお不足した分を

一般会計から繰り入れています。 

 

④資産の有効活用等（*2）による収入増加の取組 

  旧施設など遊休施設について、売却や移管等の検討を進めていきます。 

 

⑤その他の取組 

  固定資産の管理適正化を図り現状を適切に把握するとともに、必要に応じた財源の確

保に務めます。 

 

（３）投資以外の経費についての検討状況等 

①委託料 

  現委託業務の見直しを行い、経費の圧縮に努めます。 

 

②修繕費 

  計画的な修繕を行うため、施設等の現状把握を行い台帳化、システム化を検討します。 
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③動力費 

  電力自由化に伴う経費削減について検討します。 

 

④職員給与費 

  現在職員 1 名分の給与を計上していますが、事業内容の変化などに応じた職員数の管

理に務めます。 

 

⑤その他の取組 

  使用料の収入率向上や経費の削減など、財源確保につながる経費について検証をおこ

ない安定経営に取り組んでいきます。 

 

 

第６章 経営戦略策定の事後検証、更新等に関する事項 

 ＰＣＤＡサイクルの考え方を活用し計画の実施状況を適宜評価・検証を行い、計画期間の

中間である 2026 年度をめどに中間検証及び本計画の見直しを行います。また、実績との乖

離が著しい場合や計画の前提となる経営、財政条件が大幅に変更になった場合には、適宜見

直しを行います。 


